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藪塚地域包括支援センター 

「指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメント」重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（介護保険指定番号 １０００５００１０６） 

 

当事業所はご契約者に対して指定介護予防支援サービスまたは介護予防ケアマネジメントサ

ービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意いただきたいこと

を次のとおり説明します。 

 

ご利用者が介護予防サービスや介護予防に資する保健医療サービス、福祉サービス等を適

切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。 

○ご利用者が可能な限り居宅において自立した生活を営むことができるように、ご利用者と

そのご家族等の希望をお伺いして「介護予防サービス計画（ケアプラン）」を作成します。 

○ご利用者の介護予防サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご利用者

及びそのご家族等、介護予防サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、介護予防サー

ビス計画の実施状況を把握します。 

○必要に応じて、事業者とご利用者双方の合意に基づき、介護予防サービス計画を変更します。 

○介護予防サービス計画作成等について、藪塚地域包括支援センターと業務委託契約を交わ

した指定居宅介護支援事業所に業務委託することがあります。その場合も公正中立に業務

を実施します。 

※当サービス利用は、原則として要介護認定の結果、要支援１・要支援２と認定された方または

事業対象者と認定された方が対象になります。 

 

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 

 

１．事業者の概要 

 （１）名   称  社会福祉法人 親孝行の里 

 （２）所 在 地  群馬県太田市藪塚町３９２２番地 

 （３）代表者氏名  理事長 笹川 和弘 

 （４）電 話 番 号  ０２７７（７８）１１６５ 

 

２．事業所の概要 

 （１）事 業 所 の 種 類  指定介護予防支援事業所・地域包括支援センター 

 （２）事 業 所 の 名 称  藪塚地域包括支援センター 

 （３）所 在 地  群馬県太田市藪塚町３９２２番地 

 （４）電 話 番 号  ０２７７（７８）１０９６ 

 （５）介護保険指定番号  １０００５００１０６ 

 （６）通常の事業実施地域  太田市藪塚本町地区 

 （７）設 立 年 月 日  平成２７年 ４月 １日 
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３．営業日及び営業時間 

 （１）営 業 日 月曜日から金曜日 

（２）営業時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 （３）休  日 土・日・祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日） 

 

４．職員体制 

 当事業所では、ご利用者に対して指定介護予防支援サービス等を提供する職員として、以下の

職種の職員（常勤）を配置しています。 

 

管理者兼社会福祉士 １名 

保健師等      １名 

主任介護支援専門員 １名 

 

５．当事業所が提供するサービスと料金（契約書第３条～第６条参照） 

 当事業所では、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントとして以下の（１）～（４）のサー

ビスを提供します。当事業所が提供する「介護予防サービス計画（ケアプラン）」の作成につい

ては、通常の場合料金は介護保険から給付されますので、ご利用者の利用料負担はありません。 

 

（１）介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容 

 

＜介護予防サービス計画（ケアプラン）作成の流れ＞ 

 

①事業者は、保健師その他の介護予防支援等に関する知識を有する職員（以下担当職員）に介

護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 

↓ 

②介護予防サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定介護予防サービス

事業所等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正にご利用者やそのご家族等に情報

提供し、ご利用者にサービスの選択を求めます。 

↓ 

③担当職員は、ご利用者やそのご家族の置かれた状況等を考慮して、ご利用者に提供されるサ

ービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ介護予防サー

ビス計画原案を作成します。 

↓ 

④介護予防サービス計画を新規に作成する場合等には、ご利用者やご家族等、主治医、介護予

防サービス計画作成担当者、介護予防サービス事業所担当者等によるサービス担当者会議

を開催し、介護予防サービス計画原案について意見を求めます。 

↓ 

⑤担当職員は、前項で作成した介護予防サービス計画の原案に盛り込んだ介護予防サービス

等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料金等に

ついてご利用者やそのご家族等に対して説明し、ご利用者の同意を得た上で決定するもの

とします。 
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（２）介護予防サービス計画作成後の便宜の供与 

・ご利用者やそのご家族等と、指定介護予防サービス事業所等との連絡調整を継続的に行い、

介護予防サービス計画の実施状況を把握します。 

・モニタリングはサービス提供開始月及び６ヶ月に１回、評価期間終了月等に居宅等を訪問

のうえ面接して行います。 

・介護予防サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定介護予防サービス

事業者等との連絡調整を行います。 

・ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

 

（３）介護予防サービス計画の変更 

  ご利用者が介護予防サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が介護予防サービ

ス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、介護予防サー

ビス計画を変更します。 

 

（４）介護保険施設等への紹介 

  ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご利用

者が介護保険施設等への入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介その他便宜の提

供を行います。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

 （１）サービス提供を行う担当職員 

    サービス提供時に、担当職員を決定します。 

 （２）担当職員の交替（契約書第７条参照） 

①事業者からの担当職員の交替 

事業者の都合により、担当職員を交替することがあります。 

その場合は、ご利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮する

ものとします。 

②利用者からの交替の申し出 

選任された職員の交替を希望する場合には、当該職員が業務上不適当と認められる事情

その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して担当職員の交替を申し出る

ことができます。ただし、ご利用者から特定の担当職員の指名はできません。 

 （３）個人情報の利用について 

   ご利用者の個人情報については、別紙「個人情報使用」に基づいて使用し、情報漏洩がな 

いよう、十分留意いたします。 

（４）入院時における医療機関との連携 

   ご利用者は、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合は、担当職員の氏名及び連絡先 

を、当該病院又は診療所に伝えていただきます。 

 （５）指定介護予防サービス事業者等の紹介や説明 

   ご利用者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を受けるに当たり、複数 

の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めることや、当該事業所を介護予防サービス 

計画等に位置付けた理由について説明を求めることができます。  

2   
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７．苦情の受付について（契約書第１６条参照） 

藪塚地域包括支援センターに対する苦情等は下記の窓口で受け付けます。 

藪塚地域包括支援センター 

電 話 ０２７７（７８）１０９６ 

 

その他の苦情受付機関 

（１）太田市役所 介護サービス課 

所在地 太田市浜町２番３５号 

電 話 ０２７６（４７）１８５６ 

（２）群馬県国民健康保険団体連合会 

所在地 前橋市元総社町３３５番地８ 

電 話 ０２７（２９０）１３６３ 

（３）福祉サービス運営適正化委員会（群馬県社会福祉協議会内） 

所在地 前橋市新前橋町１３番地１２ 

電 話 ０２７（２５５）６６６９ 

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 

介護予防支援サービス等の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

  年  月  日 

藪塚地域包括支援センター 

説明者氏名                

 

    （指定居宅介護支援事業者） 所在地   

                 事業所名   

           担当ケアマネージャー                

 

 ※指定居宅介護支援事業者欄は、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント利用契約書第８条の規定により

指定居宅介護支援事業者に介護予防ケアプランの作成業務の委託を行う場合（契約の代行を含む）のみ

記入 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護予防支援サービス等の提供開

始及び個人情報の使用について同意しました。 

 

令和  年  月  日 

 

利用者住所   

               氏名   

 

 

署名代行者住所   

               氏名   

 


